
国民健康保険請求の手引 （保険薬局）    
平成 30年 4月現在        

◎
高
知
県
内
の
市
町
村
国
保
と
医
師
国
保
組
合
は
、
被
保
険
者
証
の
記
号
・
番
号
を
数
字
に
統
一
し
て
、
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
設
定
し
て
い
ま
す
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 保 険 者 名 保険者番号 電 話 番 号 給付割合 証の記号・番号 請求書及び明細書の編綴・集計要領 

 請求書と明細書（以下「レセプト」という。）は次の要領で編綴してください。 

 

1  オンライン又は光ディスク等による請求について 

 オンライン又は光ディスク等による請求分については、県内・県外にかかわらず請求書の作成・提出

は不要です。（光ディスク等での請求の際は、「光ディスク等送付書」を添付してください。） 

 「紙レセプト分」、「福祉医療費請求書」の請求についてのみ請求書の提出が必要となります。 

 

2  紙レセプト請求について 

○保険者番号毎に請求書を作成してください（下図参照）。 

○請求書への集計は、国保、退職別でレセプトの本人家族欄の区分毎に集計してください。（下図参照）。 

○県内分については公費分点数の集計及び記載は不要です。 

○県外分の公費併用分（県単公費、公費（法別）19、62、66 を除く）のみ公費負担医療欄に再掲してください。 

※ 月遅れ請求分も当月請求分と一緒に編綴・集計してください。 

※ 開設者の変更等で薬局コードが異なる場合は、コード別に請求書が必要です。 

（レセプトの薬局コードで請求書を作成するため。） 

※ 旧様式（連記式）の県内用請求書は使用できませんのでご留意ください。 

 

 

※ レセプトの続紙及び添付書類は糊付けではな

く、ホッチキスで留めてください。 

 

※ 保険者番号毎で本人家族欄の区分順（右図の

とおり）にレセプトをまとめてください。レセプトがば

らばらにならないように、クリップや輪ゴム等でまと

めてください。 

 

※ ＯＣＲ打ち出しレセプトの記載内容を訂正して

請求する場合は、ＯＣＲエリアの数字をすべて「―」

線（横線）で、抹消してください。 

 

 

 

◎提出の際は、県外分と県内分が混在しないよう別まとめにしてください。 

 

3  特別療養費レセプト（国保被保険者資格証明書による療養分）の取扱いについて 

特別療養費のレセプトは、当該レセプトの上部余白へ特別療養費と朱書し、県内分・県外分にかかわらず通常請

求しているレセプトには含まずに、紙レセプトで提出してください。 

※請求書への集計及び添付は不要です。 

担当： 審査課第 4係 TEL （088） 820-8402 

 

4  福祉医療費請求書の編綴と集計方法について 

 

編綴方法 

   請求書（集計票）を一番上にして、福祉医療費

請求書は、法別番号（43）・（46）・（73）・（74）・

（75）・（76）毎にまとめてください。 

請求書（集計票）記載方法 

   法別番号毎に集計し、「公費法別」欄に法別番

号、「件数」欄に合計件数、点数の請求であれば

「点数」欄に合計点数、金額の請求であれば「金

額」欄に合計金額を記載してください。 

 

 
 

担当：審査課第 5係 TEL （088） 820-8407 

 

 

5  交通事故等「第三者傷害」のレセプトへの記載について 

  

交通事故等の第三者傷害によるレセプトには、「特記事項」欄に「10・第三」又は「○交 」の記載を行い、摘要欄に事

故対象点数を記載してください。 

 

担当：保険者支援課求償係 TEL （088） 820-8421 
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市 
 
 
 
 

部 

高 知 市 ３９００１３ (直)088 (823) ９３５９ 

国
保 

退
職 

高
知
市 

８
桁
・ 

室 戸 市 ３９００２１ (直)0887 (22) ５１３３ 

安 芸 市 ３９００３９ (直)0887 (35) １００２ 

南 国 市 ３９００４７ (直)088 (880) ６５５５ ７
割 

・ 

未
就
学
者 

 

８
割 

・ 

高
齢
受
給
者 

土 佐 市 ３９００５４ (直)088 (852) ７６２５ 

須 崎 市 ３９００６２ (直)0889 (42) １３５５ 

土 佐 清 水 市 ３９００８８ (直)0880 (82) １１０８ 

宿 毛 市 ３９００９６ (直)0880 (63) １１１２ 

四 万 十 市 ３９０１０４ (直)0880 (34) １１１４ 

香 南 市 ３９０１１２ (直)0887 (57) ８５０６ 芸
西
村
・
中
土
佐
町
・
四
万
十
町 

四
万
十
市
・
香
南
市
・
香
美
市 

香 美 市 ３９０１２０ (直)0887 (53) ３１１５ 

郡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部 

東 洋 町 ３９０２０３ (直)0887 (29) ３３９４ 

奈 半 利 町 ３９０２１１ (直)0887 (38) ８１８１ 

田 野 町 ３９０２２９ (直)0887 (38) ２８１２ 

安 田 町 ３９０２３７ (直)0887 (38) ６７１２ 

北 川 村 ３９０２４５ (直)0887 (32) １２１４ 

馬 路 村 ３９０２５２ (直)0887 (44) ２１１２ 一
定
以
上
所
得
者 

７
割 

８
割 

(

平
成
26
年
４
月
２
日
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に
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生
日
を
迎
え
る
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８
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生
日
を
迎
え
た
方) 

芸 西 村 ３９０２６０ (直)0887 (33) ２１１２ 

大 川 村 ３９０４１９ (代)0887 (84) ２２１１ 10
桁
・
上
記
以
外 

７
桁
の
数
字 

土 佐 町 ３９０４２７ (直)0887 (82) １１１０ 

本 山 町 ３９０５００ (直)0887 (76) ２１１３ 

大 豊 町 ３９０５１８ (代)0887 (72) ０４５０ 

佐 川 町 ３９０７０８ (直)0889 (22) ７７０６ 

越 知 町 ３９０７１６ (直)0889 (26) １１７０ 

中 土 佐 町 ３９０７２４ (直)0889 (52) ２２１３ 

日 高 村 ３９０７４０ (直)0889 (24) ５１１１ 

梼 原 町 ３９０７９９ (直)0889 (65) １１７０ 

大 月 町 ３９０８３１ (直)0880 (73) １１１３ 

三 原 村 ３９０８６４ (直)0880 (46) ２１１１ 

い の 町 ３９１００３ (直)088 (893) １１１７ 

津 野 町 ３９１０１１ (直)0889 (55) ２３１４ 

仁 淀 川 町 ３９１０２９ (直)0889 (35) １０８８ 

四 万 十 町 ３９１０３７ (直)0880 (22) ３１１７ 

黒 潮 町 ３９１０４５ (直)0880 (43) ２８００ 

組 合 医 師 国 保 ３９３０２５ (直)088 (824) ８８０８ 

 
 
 

上
記
と
同
様 

 
 
 

た
だ
し
退
職
を
除
く 

県
外
分
の
取
扱
い 

全 国 土 木 １３３０３３ 03 (5210) ４３８４ 

被
保
険
者
証
の
と
お
り 

中 央 建 設 １３３２６４ 03 (3200) １１５５ 

全国建設工事業 １３３２９８ 03 (5652) ７００１ 

全 国 歯 科 ０９３０１３ 088 (823) ７３６９ 

中 四 国 薬 剤 師 ３３３０３９ 086 (231) １７３８ 

建 設 連 合 ２３３０６４ 03 (3504) １２４１ 

全 国 左 官 １３３２３１ 03 (3269) ４７７８ 

全 国 板 金 １３３２８０ 03 (3453) ８４６４ 

 

 

調剤報酬明細書（レセプト）受付締切日 
 

○調剤報酬明細書（レセプト）の受付締切日は、毎月 10日（17時までの必着）です。 

（直接持参分、郵送分とも） 

 

○10日が土・日・祝日の場合は、本会事務所で、9時から 17時まで受付します。 

 

○オンライン請求については、毎月 10日までに請求確定をお願いします。 

5～7日は 8時～21時、8～10日は 8時～24時まで請求可能です。 

（土・日・祝日を含む。） 

 

※受付締切日は厳守してください。 

〒780-8536 高知市丸ノ内 2 丁目 6番 5 号 

高 知 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 
電話 審査課 第 4係  (088)８２０－８４０２ FAX (088)８２０－８４１３ 

ホームページアドレス http://www.kochi-kokuhoren.or.jp 

 

退職（6歳）（※未就学者）     4六外 

 

退職（被扶養者）          6家外 

 

退職（本人）            2本外 

 

国保一般（6歳）（※未就学者）   4六外 

 

国保一般（国保組合分含む） 

 

国保一般（70 歳以上 7割）     0高外 7 

 

国保一般（70 歳以上一般・低所得） 8高外― 

調剤報酬請求書 

（保険者番号毎のレセプトの一番上に添付） 

 

 

社保福祉請求書(76)（ひとまとめ） 

社保福祉請求書(75)（ひとまとめ） 

 

社保福祉請求書(74)（ひとまとめ） 

 

社保福祉請求書(73)（ひとまとめ） 

 

社保福祉請求書(46)（ひとまとめ） 

 

社保福祉請求書(43)（ひとまとめ） 

福祉医療費等に係る請求書（集計票） 

（一番上に添付） 

2本外 

6家外 

http://www.kochi-kokuhoren.or.jp/


後期高齢者医療請求の手引 （保険薬局）    
平成 30年 4月現在        

 市 町 村 名 保険者番号 電 話 番 号 給付割合 被保険者番号  

請求書及び明細書の編綴・集計要領 

 請求書と明細書（以下「レセプト」という。）は次の要領で編綴してください。 

 

 

1  オンライン又は光ディスク等による請求について 

 オンライン又は光ディスク等による請求分については、県内・県外にかかわらず請求書の作成・提

出は不要です。（光ディスク等での請求の際は、「光ディスク等送付書」を添付してください。） 

 「紙レセプト分」、「福祉医療費請求書」の請求についてのみ請求書の提出が必要となります。 

 

 

2  紙レセプト請求について 

○保険者番号毎に請求書を作成してください。 

○請求書への集計は、給付割合毎に集計してください。（下図参照）。 

○県内分は公費分点数の集計及び記載は不要です。 

○県外分の公費併用分（県単公費、公費（法別）19、62、66 を除く）のみ公費負担医療欄に再掲してください。 

※ 月遅れ請求分も当月請求分と合わせて編綴・集計してください。 

※ 開設者の変更等で薬局コードが異なる場合は、コード別に請求書が必要です。 

（レセプトの薬局コードで請求書を作成するため。） 

※ 請求書は後期高齢者医療用を使用してください。 

※ 旧様式（連記式）の県内用請求書は使用できませんのでご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※レセプトの続紙及び添付書類は糊付けではなく、ホッチキスで留めてください。 

 

※保険者番号毎で本人家族欄の区分順（上図のとおり）にレセプトをまとめてください。 

レセプトがばらばらにならないように、クリップや輪ゴム等でまとめてください。 

 

※ＯＣＲ打ち出しレセプトの記載内容を訂正して請求する場合は、ＯＣＲエリアの数字をすべて「―」線（横線）で

抹消してください。 

 

◎提出の際は、県外分と県内分が混在しないよう別まとめにしてください。 

 

 

3  特別療養費レセプト（後期高齢者資格証明書による療養分）の取扱いについて 

特別療養費のレセプトは、当該レセプトの上部余白へ特別療養費と朱書し、県内分・県外分にかかわらず通

常請求しているレセプトには含まずに、紙レセプトで提出してください。 

※請求書への集計及び添付は不要です。 

担当： 審査課第 4係 TEL （088） 820-8402 

 

 

4  交通事故等「第三者傷害」のレセプトへの記載について 

 交通事故等の第三者傷害によるレセプトには、「特記事項」欄に「10・第三」又は「○交 」の記載を行い、摘要欄

に事故対象点数を記載してください。 

 

担当：保険者支援課求償係 TEL （088） 820-8421 
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被
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す
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市 
 
 
 
 

部 

高 知 市 ３９３９２０１４ (直)088 (823) ９３８０ 

７
割
（
一
定
以
上
所
得
者
） 

・ 

９
割 

８
桁
の
数
字 

室 戸 市 ３９３９２０２２ (直)0887 (22) ５１３３ 

安 芸 市 ３９３９２０３０ (直)0887 (35) １００２ 

南 国 市 ３９３９２０４８ (直)088 (880) ６５５６ 

土 佐 市 ３９３９２０５５ (直)088 (852) ７６３６ 

須 崎 市 ３９３９２０６３ (直)0889 (42) １３５５ 

宿 毛 市 ３９３９２０８９ (直)0880 (63) １１１２ 

土 佐 清 水 市 ３９３９２０９７ (直)0880 (82) １１０８ 

四 万 十 市 ３９３９２１０５ (直)0880 (34) １１１４ 

香 南 市 ３９３９２１１３ (直)0887 (57) ８５０６ 

香 美 市 ３９３９２１２１ (直)0887 (53) ３１１５ 

郡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部 

東 洋 町 ３９３９３０１２ (直)0887 (29) ３３９４ 

奈 半 利 町 ３９３９３０２０ (直)0887 (38) ８１８１ 

田 野 町 ３９３９３０３８ (直)0887 (38) ２８１２ 

安 田 町 ３９３９３０４６ (直)0887 (38) ６７１２ 

北 川 村 ３９３９３０５３ (直)0887 (32) １２１４ 

馬 路 村 ３９３９３０６１ (直)0887 (44) ２１１２ 

芸 西 村 ３９３９３０７９ (直)0887 (33) ２１１２ 

本 山 町 ３９３９３４１８ (直)0887 (76) ２１１３ 

大 豊 町 ３９３９３４４２ (代)0887 (72) ０４５０ 

土 佐 町 ３９３９３６３２ (直)0887 (82) １１１０ 

大 川 村 ３９３９３６４０ (代)0887 (84) ２２１１ 

い の 町 ３９３９３８６３ (直)088 (893) １１１７ 

仁 淀 川 町 ３９３９３８７１ (直)0889 (35) １０８８ 

中 土 佐 町 ３９３９４０１０ (直)0889 (52) ２２１３ 

佐 川 町 ３９３９４０２８ (直)0889 (22) ７７０６ 

越 知 町 ３９３９４０３６ (直)0889 (26) １１７０ 

梼 原 町 ３９３９４０５１ (直)0889 (65) １１７０ 

日 高 村 ３９３９４１０１ (直)0889 (24) ５１１１ 

津 野 町 ３９３９４１１９ (直)0889 (55) ２３１４ 

四 万 十 町 ３９３９４１２７ (直)0880 (22) ３１１７ 

大 月 町 ３９３９４２４２ (直)0880 (73) １１１３ 

三 原 村 ３９３９４２７５ (直)0880 (46) ２１１１ 

黒 潮 町 ３９３９４２８３ (直)0880 (43) ２８００ 

高知県後期高齢者医療広域連合 

電話 088 (821) 4526 

FAX 088 (821) 4518 

 

●  調剤報酬明細書（レセプト）受付締切日は国民健康保険の締切日と同様です。国保分と後期高齢者医療分

とは別々にまとめて提出してください。 

〒780-8536 高知市丸ノ内 2 丁目 6番 5 号 

高 知 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 
電話 審査課 第 4係  (088)８２０－８４０２ FAX (088)８２０－８４１３ 

ホームページアドレス http://www.kochi-kokuhoren.or.jp 

 

後期高齢者（7割）             0高外 7 

 

後期高齢者（9割）             8高外－ 

調剤報酬請求書 

（保険者番号毎のレセプトの一番上に添付） 

 

http://www.kochi-kokuhoren.or.jp/

